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特例の対象となる資産（一例抜粋）

　　特例

令和5年1月2日から令和6年1月1日まで

令和5年1月1日以前 令和5年度の評価額×(1－ｒ)

　地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3等に規定される一定の要件を備えた
資産には、課税標準の特例が適用されます。新たに特例の対象資産を取得された場合は、「課税標準の特例・非課
税該当償却資産申告書（課税台帳）」に必要事項を記入し、各種添付書類と共に提出してください。詳しくは、豊中市
ホームページ（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/sizei/kotei/index.html）を参照してください。

（令和5年10月現在）

特定事業所内保育施設の用に供する固定資産
（有償で借り受けたものを除く）
企業主導型保育事業（運営費等）助成決定通知書の写し
※5年間特例措置を受けるには、毎年通知書の写しが必要です。

特定事業所内
保育施設（企
業主導型保育
施設）

最初に政府の補助を受
けた日の属する年の翌
年1月1日を賦課期日と
する年度から5年間


